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(57)【要約】
【課題】光ビーム経路におけるビーム調整のための装置
および方法を提供する。
【解決手段】少なくとも２つの相互に独立した光源（１
、２）を有する光ビーム経路における、特に、好ましく
は高解像度または超高解像度顕微鏡のビーム経路（８、
９）におけるビーム調整のための装置であって、光源（
１、２）のビームが、共通照明ビーム経路（１０）にお
いて重畳される必要がある装置であって、ビームの瞳位
置および／または焦点位置をチェックできるように支援
する較正サンプル（２２）を、照明ビーム経路（１０）
に組み入れ、かつそこから取り出すことができることを
特徴とする装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの相互に独立した光源（１、２）を有する光ビーム経路における、特に
、好ましくは高解像度または超高解像度顕微鏡のビーム経路（８、９）におけるビーム調
整のための装置であって、前記光源（１、２）のビームが、共通照明ビーム経路（１０）
において重畳される必要がある装置であって、
　前記ビーム（８、９）の瞳位置および／または焦点位置をチェックできるように支援す
る較正サンプル（２２）を、前記照明ビーム経路（１０）に組み入れ、かつそこから取り
出すことができることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記較正サンプル（２２）を照明ビーム経路（１０）にピボットできることを特徴とす
る、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記較正サンプル（２２）を、中間像の場所またはその近傍で、前記照明ビーム経路（
１０）に組み入れることができることを特徴とする、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記較正サンプル（２２）が、表面構造（２３）を有することを特徴とする、請求項１
～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記表面構造（２３）が、規定された、好ましくは規則的または対称的な方法で設計さ
れることを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記表面構造（２３）が、任意の、不規則的または非対称的な方法で設計されることを
特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記較正サンプル（２２）の表面が微細構造化されることを特徴とする、請求項４～６
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記較正サンプル（２２）の前記表面が、サンドブラストまたはガラスパールブラスト
されることを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項９】
　波長選択性の検出器（２１）が、重畳される前記ビーム（８、９）の検出光（１８）を
検出するように設けられることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１０】
　重畳される前記ビーム（８、９）の前記検出光（１８）を検出するために、前記光源（
１、２）のスイッチを入れ、そして個々にまたは順次スイッチを切ることができることを
特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　調整のために、少なくとも１つの作動要素（２６）が、結合される前記ビーム（８、９
）の少なくとも１つの瞳位置および／または焦点位置に作用するために、設けられること
を特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記作動要素（２６）が、結合される前記ビームの前記ビーム経路（８、９）にそれぞ
れ配置されることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記作動要素（２６）が、前記ビーム経路（８、９）の瞳に配置されるかまたは瞳の近
傍に配置されることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記作動要素（２６）が、中間像の近傍に配置されることを特徴とする、請求項１１に
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記載の装置。
【請求項１５】
　前記作動要素（２６）が、前記ビーム経路（８、９）の瞳もしくはその近傍に配置され
るか、または中間像の近傍に配置されることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　２つの軸の周りを好ましくは傾斜できるミラーが、作動要素（２６）として設けられる
ことを特徴とする、請求項１１～１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ミラーを、電動式に移動させることができることを特徴とする、請求項１６に記載
の装置。
【請求項１８】
　２Ｄ相互相関の最大位置を用いて、前記ビーム（８、９）に割り当てられる画像オフセ
ットを決定できることを特徴とする、請求項１～１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ビーム（８、９）の検出された強度が、前記オフセットのための測定変数として働
くことを特徴とする、請求項１～１８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　部分的反射ミラーおよび／または位置敏感型センサが、それぞれのビーム位置を決定す
るために設けられることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　少なくとも２つの相互に独立した光源（１、２）を有する光ビーム経路における、特に
、好ましくは高解像度または超高解像度顕微鏡のビーム経路におけるビーム調整のための
方法であって、前記光源（１、２）のビームが、特に、請求項１～２０のいずれか一項に
記載の装置を適用するために、共通照明ビーム経路（１０）において重畳される方法であ
って、
　前記ビームの瞳位置および／または焦点位置がチェックされるのを支援する較正サンプ
ル（２２）を、前記照明ビーム経路（１０）に組み入れ、かつそこから取り出すことを特
徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２つの相互に独立した光源を有する光ビーム経路における、特に
、好ましくは高解像度または超高解像度顕微鏡のビーム経路におけるビーム調整のための
装置であって、光源のビームを、共通照明ビーム経路において重畳する必要がある装置に
関する。
【０００２】
　さらに、本発明は、特に、本発明の装置を適用するための対応する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　少なくとも２つの相互に独立した光源からの光を共通ビーム経路で結合するのを支援す
る、一般に決定力のある装置は、慣例から周知である。そこでは、例外的に小さな構造を
備えたサンプルの像を写すために、重畳されるビームを用いることによって、ビーム位置
を調整するのが通例である。この目的のために、とりわけ、２０ｎｍ～１μｍの直径を有
するいわゆるビーズが用いられる。これらの非常に小さな構造の像が、微視的に写される
が、この目的は、関連する画像を合同に重畳することである。ビームは、傾斜角および平
行オフセットを手動で設定することによって調整される。
【０００４】
　たとえばＳＴＥＤ（欧州特許第０　８０１　７５９　Ｂ１号明細書を比較されたい）、
４Ｐｉ（欧州特許第０　４９１　２８９　Ｂ１号明細書を比較されたい）、ＲＥＳＯＬＦ
Ｔ（米国特許第７，０６４，８２４Ｂ２号明細書および国際公開第２００４／０９０６１
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７　Ａ２号パンフレットを比較されたい）、ＰＡＬＭ（国際公開第２００６／１２７６９
２　Ａ２号パンフレットを比較されたい）およびアップコンバージョン（米国特許第６，
８５９，３１３Ｂ２号明細書を比較されたい）などの、高解像度または超高解像度顕微鏡
法の場合には特に、周知の装置および対応して適用される方法は、適切でないかまたはせ
いぜい条件付きで適切である。なぜなら、そこでは精度に課される要件および機械的ドリ
フトが非常に厳しいので、（手動での）調整は、除外されるが、しかし少なくとも、一定
間隔で、すなわち、早ければ数時間または数日の動作後に繰り返さなければならない。
【０００５】
　上記の要件に対応するビーム調整は、特定の較正サンプルを必要とし、実際に検査され
るサンプルを取り外すことが必要である。較正のために用いられるビーズサンプルは、塊
を形成する傾向があるので、取り扱いが難しい。さらに、焦点を見つけるのが難しい。従
来の調整は、時間がかかり、ユーザの側の優れた技能およびノウハウを必要とする。これ
は、実際には、しかるべき経験を備えた、選ばれた人だけが調整を行うことができるとい
う事実につながることが多い。周知の調整技術のさらなる大きな欠点は、次の点に見いだ
される。すなわち、サンプルの必要な変更ゆえに、特に、調整を目的としたサンプルの義
務的な取り外しゆえに、合間における調整を必要とする長期的な測定が、初めから除外さ
れるという点である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の記載を鑑みて、本発明の目的は、少なくとも２つの相互に独立した光源を有する
光ビーム経路において、特に、好ましくは高解像度または超高解像度顕微鏡のビーム経路
において、たとえ顕微鏡の動作中であっても単純な手段を用いて信頼できる調整が可能な
ように、ビーム調整のための装置を構成および開発することである。対応する方法が、規
定される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の装置は、特許請求項１の特徴によって上記の目的を達成する。したがって、こ
の装置は、ビームの瞳位置および／または焦点位置をチェックできるように支援する較正
サンプルを、照明ビーム経路に組み入れ、かつそこから取り出すことができることを特徴
とする。本発明の方法は、独立特許請求項２１の特徴によって上記の目的を達成する。
【０００８】
　本発明に従って、実用的な利用とは無関係に、つまり高解像度顕微鏡の場合には検査サ
ンプルおよび／または画像の記録とは無関係に、ビーム調整を行うことが可能であること
が実現された。この目的のために、照明ビーム経路、すなわち重畳されるビームの共通ビ
ーム経路に組み入れ、かつそこから取り出すことができる非常に独特な較正サンプルが提
供される。較正サンプルは、重畳されたビームの瞳距離および／または焦点距離をチェッ
クするために用いられる。重畳は、この場合、ビームの瞳距離および／または焦点距離が
対応するように実行されなければならない。
【０００９】
　較正サンプルが、照明ビーム経路にどのように組み入れられ、そこから取り出されるか
は、基本的に重要ではない。しかるべきサンプルホルダの線形動作あるいは回転動作が考
えられる。一種の回転装置または送り台（ｓｌｉｄｅ）を介して、多くの較正サンプルを
利用できるようにすることも考えられる。
【００１０】
　較正サンプルは、照明ビーム経路に都合よくピボットすることができる。この目的のた
めに、特に単純な模造品を実装することができる。さらに、較正サンプルを、中間像の場
所またはその近傍で照明ビーム経路に組み入れるのが有利である。この場合に、検査すべ
きサンプルを較正のために取り外す必要がなく、またこれによって、特に、長期的な検査
が実行可能になることが、極めて重要である。
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【００１１】
　それは、基本的に、本明細書では、少なくとも２つの相互に独立した光ビームの重畳ま
たは結合の問題であることを、この時点で記載してもよい。換言すれば、少なくとも２つ
の相互に独立した光源およびそこから放射されるビームが、提供される。本発明の装置は
、同様に、多数の光源からの光ビームを結合する際に使用でき、それに対応して設計可能
である。
【００１２】
　一意的に像を写すことが可能な表面構造を較正サンプルが有する場合、それは、較正サ
ンプルにとって有利である。画定されているか、好ましくは規則的か、または対称的な表
面構造を、この場合に含むことができる。同様に、任意か、不規則か、または非対称的な
方法で、表面構造を設計することも考えられる。
【００１３】
　特に、超高解像度顕微鏡での使用の場合に、較正サンプルの表面が微細構造化されてい
るのが有利である。かかる極めて微細な構造は、たとえば、サンドブラストまたはガラス
パールブラストによって生成することができる。
【００１４】
　較正サンプルによる較正は、較正サンプルが、調整／重畳される２つ以上のビームの支
援で照明され、しかるべく像が写されるように、実行される。波長選択性の（ｓｐｅｃｔ
ｒａｌｌｙ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ）検出器を用いて、重畳されるビームの検出光を検出し
、特に、それぞれのビームの検出光から画像を得るようにすることができる。重畳される
ビームの検出光を検出するために、光源のスイッチを入れ、そして個々にまたは順次スイ
ッチを切ることも考えられる。光源のスイッチをオンオフする代わりに、それぞれのビー
ム経路を開けるか、またはブロックもしくは閉塞するシャッタを用いることもまた可能で
ある。
【００１５】
　上述したように、それぞれのビームから結果として得られる画像を整合させるべきであ
る。この目的のため、すなわち調整のために、２つのビームの重畳の場合には、結合され
るビームのうちの少なくとも１つのビームの瞳位置および／または焦点位置に作用するた
めに、少なくとも１つの作動要素が設けられる。それに応じて、作動要素は、ビームのう
ちの１つのビームのビーム経路に配置される。多くの作動要素が準備されている場合には
、作動要素は、共通照明ビーム経路の上流にあるそれぞれのビーム経路に配置される。
【００１６】
　作動要素は、それぞれのビーム経路の瞳、または瞳の近傍に配置されるのが好ましい。
これは、特に、画像オフセットを補正することだけを目標とする場合には有利である。関
連構成の場合には、ビームオフセットは生成されず補正もされない。
【００１７】
　対照的に、目標が、ビームオフセットの補正を行うことである場合には、作動要素は、
中間像の近傍に配置されるのが有利である。起こり得る汚染事例の像を写さないために、
作動要素の位置をちょうど中間像に置かないことが特に有利である。作動要素のための他
の位置は、特に、角度および位置の両方を設定できるように考えることができる。
【００１８】
　具体的な用語では、作動要素は、２つの軸の周りを、好ましくは回転または傾斜できる
ミラーとすることができる。特に、自動ビーム調整のためには、作動要素、好ましくはミ
ラーを、電動式で回転または移動させることができるのがさらに有利である。
【００１９】
　２Ｄ相互相関の最大位置を用いて、ビーム較正のために除去すべき、ビームに割り当て
られる画像オフセットを決定するようにすることができる。それぞれのビームの検出され
た強度は、オフセットのための測定変数として働くことができる。それぞれのビーム位置
を決定するために、部分的反射ミラーおよび／または位置敏感型検出器（ＰＳＤ、ＣＣＤ
、ビームキャッチャ－独国特許出願公開第１０２　３３　０７４　Ａ１号明細書を比較さ
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れたい）を設けることもまた考えられる。
【００２０】
　測定されたビーム位置のずれを援用して、作動要素の補正値に達するための調整規則は
、周知の幾何学的条件から直接生じることができる。
【００２１】
　実際には、作動要素の試験偏差によってシステムの応答を決定することが、通例、より
簡単である。この目的のために、偏差は、たとえば２つの軸の周りを傾斜できる２つのミ
ラーを用いる場合には、ベクトル的に説明できる。具体的には、
【数１】

および４「ユニット試験偏差」の形式である
【数２】

が適用される。
各試験偏差に対して、「応答ベクトル」
【数３】

が測定され、また応答ベクトルは、「応答マトリックス」

【数４】

として列に配置されるが、Ａ・Ｔ＝Ｘが、試験偏差に当てはまるようにする。
【００２２】
　次に、このように決定された応答マトリックスを逆数にすることによって、あらゆる任
意の所望の画像またはビームオフセットＸに対して必要な偏差Ｔを決定することが可能で
ある。すなわち、以下の通りである。
　　　Ｔ＝Ａ－１・Ａ・Ｔ＝Ａ－１・Ｘ
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【００２３】
　システム応答における非線形性ゆえに、一般に、何度も繰り返して調整を実行すること
が必要になる。また、場合によっては、多くの位置でシステム応答を決定することが必要
になり得る。
【００２４】
　さらに、本発明の場合には、機械的遊びを補償するために、作動要素の目標位置は、常
に、同じ方向から近づく方法および同じ順序でアプローチされる。
【００２５】
　ＳＴＥＤ設計における試験で得られる画像オフセットのための調整精度は、中間像（１
５．５ｍｍ／（ズーム６４×５１２画素））の場所で、０．５μｍより良好であり、これ
は、１００倍対物レンズの場合には、サンプルに対する＜５ｎｍの精度に対応するもので
ある。
【００２６】
　本発明の教示を有利な方法で改良し発展させるための様々な選択肢がある。この目的の
ために、一方では、特許請求項１に従属する特許請求項を、他方では、図面を用いた、本
発明の好ましい例示的な実施形態の以下の説明を参照してもよい。一般に好ましい改良形
態および発展形態はまた、図面を用いて、本発明の好ましい例示的な実施形態に関連して
説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、本発明の装置を組み込んだＳＴＥＤ顕微鏡のためのビーム経路の概略図を示す
。
【００２８】
　図１の選択された例示的な実施形態の場合には、２つの光源１、２が設けられ、これら
の光が、照明光絞り３、４およびレンズ系５、６を介してビーム結合器７へ従来的な方法
で伝わる。
【００２９】
　それぞれのビーム８、９は、ビーム結合器７を介して照明ビーム経路１０において結合
される。
【００３０】
　照明光１２は、さらにビームスプリッタ／ビーム結合器１１を介し、走査ミラー１４を
備えた走査装置１３およびレンズ装置１５を介して、対物レンズ１６を通ってサンプル１
７に伝わる。
【００３１】
　サンプル１７から戻る検出光１８は、走査ミラー１４およびビームスプリッタ／ビーム
結合器１１を介し、レンズ系１９および検出光絞り２０を介して、検出器２１に伝わるが
、この場合に、検出器は、波長選択性の検出器２１であるのが好ましい。
【００３２】
　本発明によれば、照明ビーム経路１０に較正サンプル２２が設けられるが、この較正サ
ンプル２２は、前記照明ビーム経路に組み入れ、かつそこから取り出すことができ、また
較正サンプル２２を用いて、ビーム８、９の瞳位置および／または焦点位置をチェックす
ることができる。
【００３３】
　図１は、較正サンプル２２が、中間像の場所で照明ビーム経路１０に組み入れられたこ
とを明確に示す。
【００３４】
　図２は、対称的な表面構造２３を有する実現可能な較正サンプル２２の例示的な実施形
態を示す。プレート状構造の較正サンプル２２の通路２４が、しかるべき保持モードのた
めの回転またはピボット軸を画定するが、この軸は図示されていない。回転軸または通路
２４の反対側における停止装置２５が、回転運動の限界を定める働きをし、かくして、正
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確に配置される構成のための迫台として働く。
【００３５】
　図２は、さらに、次のことを示す。すなわち、２つの相互に独立した光源１、２の使用
を仮定すると、本明細書で選択した例示的な実施形態の場合では、特に、ビーム経路９に
おけるビーム調整を行うことができるようにするためには、作動要素２６が１つのビーム
経路９にのみ設けられれば十分である。作動要素２６は、ビーム９の瞳および／または焦
点位置に作用するように働き、作動要素２６はまた、ビーム経路の瞳もしくは瞳の近傍に
配置されるか、または中間像の近傍に配置することができる。作動要素２６は、２つの軸
の周りを傾斜できるミラーとして設計される。ミラーの傾斜動作は、自動調整が可能なよ
うに電動式で実行される。
【００３６】
　図３は、作動要素２６によってビーム９を調整するためのフローチャートを示す。この
ダイアグラムは、説明を要しない。
【００３７】
　許容誤差外にある、それぞれの画像のずれが較正サンプルを用いることによって確定さ
れた場合には、較正は、図３に示すシーケンスに従って手動または自動で実行されるが、
本記載の一般部分に記載した調整規則を用いることによって行われる。
【００３８】
　一方では本発明の装置に関する、他方では本発明の方法に関するさらなる説明は、本記
載の一般部分に関連するこの時点では不必要である。
【００３９】
　最後に、上述した例示的な実施形態は、あくまで例として権利請求された教示を説明す
る役割を果たすが、前記教示を、例示的な実施形態－ＳＴＥＤ顕微鏡のためのビーム経路
に限定しないことが指摘され得る。同じことは、本発明による方法にも当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】特に、本発明の方法を用いるための本発明の装置を備えたＳＴＥＤ顕微鏡におけ
るビーム経路の概略図を示す。
【図２】照明ビーム経路にピボットできる較正サンプルの例示的な実施形態を示す。
【図３】作動要素による調整のためのフローチャートを示す。
【符号の説明】
【００４１】
　１　光源
　２　光源
　３　照明光絞り
　４　照明光絞り
　５　レンズ系
　６　レンズ系
　７　ビーム結合器
　８　ビーム、ビーム経路
　９　ビーム、ビーム経路
　１０　照明ビーム経路
　１１　ビームスプリッタ／ビーム結合器
　１２　照明光
　１３　走査装置
　１４　走査ミラー
　１５　レンズ装置
　１６　対物レンズ
　１７　サンプル
　１８　検出光
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　１９　レンズ系
　２０　検出光絞り
　２１　検出器
　２２　較正サンプル
　２３　表面構造
　２４　通路、回転軸
　２５　（較正サンプルにおける）停止装置
　２６　作動要素

【図１】 【図２】
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【図３】
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